
 

静岡市商店街アドバイザー派遣事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 静岡市は、商店街の活性化を図るため、商店街団体等へ商店街活動等に関して専門的

知識や経験を有する者を派遣する事業（以下「商店街アドバイザー派遣事業」という。）を実

施するものとし、その実施に関しては、この要綱の定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１） 商店街団体等 市内の商業者で組織された団体で、次に掲げるものをいう。 

 ア 商店街振興組合 

 イ 商店街事業協同組合 

 ウ 主として中小小売商業者により組織された団体で市長が適当と認めるもの 

（２）商店街アドバイザー 次条の規定により商店街団体等に派遣される者をいう。 

 （事業の内容） 

第３条 商店街アドバイザー派遣事業は、商店街元気づくりアドバイザー派遣事業及び商店街

イベントアドバイザー派遣事業の２種類とする。 

２ 商店街元気づくりアドバイザー派遣事業は、商店街団体等が抱える各種の問題点を改善す

るため、先進商店街のリーダーその他商店街活動について専門的知識や経験を有する者を派

遣し、問題点の指摘及び改善策の提示を行い、商店街団体等の元気づくりの推進を図る事業

とする。 

３ 商店街イベントアドバイザー派遣事業は、商店街イベント振興事業のマンネリ化防止及び

更なる魅力の創出のため、先進商店街のリーダーその他イベントの企画に関し専門的知識を

有する者を派遣し、商店街イベント振興事業の診断、問題点の指摘及び改善策の提示を行い、

商店街イベント振興事業の活性化を図る事業とする。 

 （派遣の申請） 

第４条 商店街アドバイザーの派遣を希望する商店街団体等の代表者は、商店街アドバイザー

派遣事業申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するものとし、

適当と認めたときは、商店街アドバイザーの派遣を決定し、商店街アドバイザー派遣事業決

定通知書（様式第２号）により通知するものとする。 

 （商店街アドバイザーの選任） 



第５条 市長は、申請の都度、その内容に照らし派遣するにふさわしい商店街アドバイザーを

選任し、派遣を依頼するものとする。 

 （実績報告） 

第６条 商店街アドバイザーの派遣を受けた商店街団体等の代表者は、当該申請に係る商店街

アドバイザー派遣事業の終了後、速やかに商店街アドバイザー派遣事業実績報告書（様式第

３号）を市長に提出しなければならない。 

 （雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年３月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 



様式第１号（第４条関係） 

商店街アドバイザー派遣事業申請書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

 

住 所 
 

名 称 
 

代表者  

 

商店街アドバイザーの派遣を受けたいので、静岡市商店街アドバイザー派遣事業実施要綱

第４条の規定により、次のとおり申請します。 

 

１ 事業名称 

 

２ 派遣を希望するアドバイザー  ア 商店街元気づくりアドバイザー 

                 イ 商店街イベントアドバイザー 

                  （どちらか一方を〇で囲む） 

  

 ３ 目的 

  



様式第２号（第４条関係） 

第   号  

年 月 日  

          様 

静岡市長 氏   名 印  

 

商店街アドバイザー派遣事業決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった商店街アドバイザーの派遣については、静岡市商店街

アドバイザー派遣事業実施要綱第４条第２項の規定により、次のとおり決定したので、通知

します。 

 

１ 派遣日時 

 

２ 派遣場所 

 

３ アドバイザー名 

 

 ４ 事業内容 

 

 ５ その他  



様式第３号（第６条関係） 

商店街アドバイザー派遣事業実績報告書 

年 月 日  

  （宛先）静岡市長 

 

住 所 
 

名 称 
 

代表者  

 

年 月 日付け   第   号をもって事業決定の通知を受けた商店街アドバイザ

ー派遣事業が終了したので、次のとおり報告します。 

 

１ 事業名称 

 

２ 事業実施日 

 

 ３ 事業内容 

 

 ４ 効果 


